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第６章 自立活動の内容 
 

２ 心理的な安定 
（１）情緒の安定に関すること 

ＬＤのある児童生徒の場合、例えば、読み書きの練習を繰り返し行っても、期待したほどの成果が

得られなかった経験などから、生活全般において自信を失っている場合がある。そのため自分の思う

結果が得られず感情的になり、情緒が不安定になることがある。このような場合には、本人が得意な

ことを生かして課題をやり遂げるように指導し、成功したことを褒めることで自信をもたせたり、自

分のよさに気付くことができるようにしたりすることが必要である。 

（３）情緒の安定に関すること 

ＬＤのある児童生徒の場合、文章を読んで学習する時間が増えるにつれ、理解が難しくなり、学習

に対する意欲を失い、やがては生活全体に対しても消極的になってしまうことがある。このようなこ

とになる原因としては、漢字の読みが覚えられない、覚えてもすぐに思い出すことができないなどに

より、長文の読解が著しく困難になること、また、読書を嫌うために理解できる語彙が増えていかな

いことも考えられる。 

こうした場合には、振り仮名を振る、拡大コピーをするなどによって自分が読み易くなることを知

ることや、コンピュータによる読み上げや電子書籍を利用するなどの代替手段を使うことなどによっ

て読み取りやすくなることを知ることについて学習することが大切である。また、書くことの困難さ

を改善・克服するためには、口述筆記のアプリケーションやワープロを使ったキーボード入力、タブ

レット型端末のフリック入力などが使用できることを知り、自分に合った方法を習熟するまで練習す

ることなども大切である。これらの使用により、学習上の困難を乗り越え、自分の力で学習するとと

もに、意欲的に活動することができるようにすることが大切である。 

こうした代替手段等の使用について指導するほか、代替手段等を利用することが周囲に認められる

ように、周囲の人に依頼することができるようになる指導も必要である。 

 

４ 環境の把握 
（２）感覚や認知の特性についての理解と対応に関すること 

ＬＤのある児童生徒の場合、書かれた文章を理解したり、文字を書いて表現したりすることは苦手

だが、聞けば理解できたり、図や絵等を使えば効率的に表現することができたりする。そこで、本人

が理解しやすい学習方法を様々な場面にどのように用いればよいのかを学んで、積極的に取り入れて

いくように指導することが大切である。また、見やすい書体や文字の大きさ、文字間や行間、文節を

区切る、アンダーラインを引き強調するなどの工夫があれば、困難さを改善できる幼児児童生徒もい

る。したがって、幼児児童生徒一人一人の認知の特性に応じた指導方法を工夫し、不得意なことを少

しずつ改善できるよう指導するとともに、得意な方法を積極的に活用するよう指導することも大切で

ある。 

（４）感覚を総合的に活用した周囲の状況についての把握と状況に応じた行動に関すること 

ＬＤのある児童生徒の場合、視知覚のみによって文字を認識してから書こうとすると、目と手の協

応動作が難しく、意図している文字がうまく書けないことがある。そのような場合には、例えば、腕

を大きく動かして文字の形をなぞるなど、様々な感覚を使って多面的に文字を認識し、自らの動きを

具体的に想像してから文字を書くことができるような指導をすることが大切である。 

 

５ 身体の動き 
（３）日常生活に必要な基本動作に関すること 

ＬＤのある児童生徒の場合、鉛筆の握り方がぎこちなく過度に力が入りすぎてしまうこと、筆圧が

強すぎて行や枠からはみ出てしまうこと等、手や指先を用いる細かい動きのコントロールが苦手な者

もいる。更に、上手く取り組めないことにより焦りや不安が生じて、余計に書字が乱れてしまうこと

がある。このような原因としては、目と手、右手と左手等を協応させながら動かす運動が苦手なこと
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が考えられる。このような場合には、本人の使いやすい形や重さの筆記用具や滑り止め付き定規等、

本人の使いやすい文具を用いることにより、安心して取り組めるようにした上で指導することが大切

である。また、自分の苦手な部分を申し出て、コンピュータによるキーボード入力等で記録すること

や黒板を写真に撮ること等、ＩＣＴ機器を用いて書字の代替を行う事も大切である。 

 

６ コミュニケーション 
（４）コミュニケーション手段の選択と活用に関すること 

ＬＤのある児童生徒の場合、読み書きの困難により、文章の理解や表現に非常に時間がか  かる

ことがある。そこで、コンピュータの読み上げ機能を利用したり、関係性と項目を図やシンボルなど

で示すマインドマップのような表現を利用したりすることで、コミュニケーションすることに楽しさ

と充実感を味わえるようにしていくことが大切である。 

 

 

【参考】 
 

・小学校学習指導要領（平成２９年告示）解説 国語編 
第４章 指導計画の作成と内容の取扱い 

１ 指導計画作成上の配慮事項 

障害のある生徒への配慮についての事項 

  文章を目で追いながら音読することが困難な場合には、自分がどこを読むのかが分かるように教

科書の文を指等で押さえながら読むよう促すこと、行間を空けるために拡大コピーをしたものを用

意すること、語のまとまりや区切りが分かるように分かち書きされたものを用意すること、読む部

分だけが見える自助具（スリット等）を活用することなどの配慮をする。 

 

・中学校学習指導要領（平成２９年告示）解説 国語編 
第４章 指導計画の作成と内容の取扱い 

１ 指導計画作成上の配慮事項 

障害のある生徒への配慮についての事項 

比較的長い文章を書くなど、一定量の文字を書くことが困難な場合には、文字を書く負担を軽減

するため、手書きだけではなくＩＣＴ 機器を使って文章を書くことができるようにするなどの配慮

をする。 

 

・高等学校学習指導要領（平成３０年告示）解説 国語編 
第３章 各科目にわたる指導計画の作成と内容の取扱い 

１ 指導計画作成上の配慮事項 

障害のある生徒などへの指導 

比較的長い文章を書くなど、一定量の文字を書くことが困難な場合には、文字を書く負担を軽減

するため、手書きだけではなくＩＣＴ機器を使って文章を書くことができるようにするなどの配慮

をする。 

 


